
旭川市ときわ市民ホール備付設備利用料金表（令和２年４月１日から）

（単位：円）

［備考］

「１回」とは，「９時から１２時まで」，「１３時から１７時まで」又は「１８時から２２時

まで」の間における使用をいいます。

区分 品名 単位 利用料金 摘要

映写設備

スライド映写機

１回

１台 310

オーバーヘッドプロ

ジェクター
１台 420

ビデオ・ＤＶＤ １式 520
モニターテレビ・ビデオ又はＤＶＤプ

レーヤー・ラック

液晶プロジェクター １台 520 パソコン画面映写用

その他の

設備

七宝釜 １台 210

電動木彫機 １台 210

陶芸用焼窯 １時間 210

ロッカー（大） １月 420

ロッカー（小） １月 310

シャワー 10 分 100


